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埋
蔵
文
化
財
の
保
護
は
、
我
が
国
の
文
化
の
向
上
に
必
要
で
あ
る
。
一
方
で
、
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に
お
い
て
事
業
者
が
開

発
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
発
掘
調
査
を
当
該
地
方
自
治
体
か
ら
指
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
事
業
者
に
と
っ
て

発
掘
調
査
に
か
か
る
費
用
負
担
や
事
業
の
遅
延
な
ど
負
担
が
大
き
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
埋
蔵
文
化
財
の
保
護

と
土
地
利
用
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

「
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
」
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
費
用
を
一
部
の
地
方
自
治
体
は
全
額
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
が
、
一
切
負
担
し
な
い
地
方
自
治
体
も
あ
る
。
埋
蔵
文
化
財
が
国
民
全
体
の
文
化
財
で
あ
る
こ
と
、
文
化
財
は
一
度
損
な

わ
れ
る
と
取
り
返
し
が
つ
か
ず
適
切
な
保
護
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
発
掘
調
査
費
用
は
公
費
負
担
と
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

「
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
」
に
お
い
て
土
地
利
用
の
進
展
に
よ
り
、
埋
蔵
文
化
財
の
量
と
質
な
ど
、
埋
蔵
文
化
財
の

埋
蔵
状
況
が
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
「
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
」
は
見
直
す
べ
き
と
考
え
る
が
政
府

の
見
解
如
何
。 

三 

「
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
」
に
お
い
て
過
去
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
重
ね
て
発
掘
調
査
を
行
う
必
要
性



 

２ 

 

は
低
い
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
地
方
自
治
体
は
事
業
者
に
対
し
て
発
掘
調
査
の
指
示
を
し
な
く
て
よ
い
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


